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「姫路市こども食堂運営支援事業補助金」について 

 

 

１ 事業目的 

 地域において、経済的な理由、家庭の事情などにより食事を十分にとれない子どもの支援や、一人で

食事をとる孤食の解消等を目的として、子ども食堂などの子供の居場所づくりなどに関する事業を実施し

ているＮＰＯ法人等に対し、事業に要する費用一部を補助するもの。 

 

２ 事業概要 

(ア)補助対象者 

補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者。 

① 姫路市内において「こども食堂」を実施する団体であること。 

② 宗教活動、政治活動、選挙活動及び営利を目的とする団体でないこと。 

③ 姫路市暴力団排除条例（平成２５年条例第４９ 号）に規定する暴力団でない団体、暴力

団員が構成員となっていない団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体で

あること。 

    

(イ)補助対象事業 

補助対象となる事業は、次に掲げる要件の全てに該当するこども食堂の実施すること。  

 （１）実施方法及び体制として、次に掲げる要件の全てを満たしていること。 

ア 子どもに低額（３００円以下）又は無料で栄養バランスのよい食事を提供していること。 

イ １回当たり１０食以上の食事を提供すること。 

ウ 特定の者のみが参加できるものでないこと。 

エ 姫路市内で実施されるものであること。 

オ 年間を通じて計画的に実施するとともに、月１回以上実施すること。 

カ 周囲への影響を考慮した運営時間とするなど周囲の環境等に配慮し、実施すること。 

キ 常時、責任者を配置するとともに、責任者とは別に責任者を補助する者を１名以上配置す

ること。 

     ク 子どもが幅広く参加できるようにこども食堂に係る広報活動等を行うこと。 

ケ こども食堂の参加者に対して、子どもの支援に関わる行政機関等の相談窓口を周知するよう

に努めること。 

コ 食事の提供以外に勉強、遊び等の子どもの健全育成に資する取組を実施するよう努めるこ

と。（ただし、当該取組を実施する場合は、無料で実施すること。） 

サ 国、地方公共団体その他団体又は個人からの補助金等の交付を受けていないこと。 

 

（２）衛生管理及び事故防止として、次に掲げる要件の全てを満たしていること。 
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ア こども食堂の実施前に、保健所に相談し、指導及び助言を求めること。 

イ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）及び各種法令、通知等に基づく適切な衛

生管理体制を構築すること。 

ウ 子どもの食物アレルギーの有無とその内容について確認し、適切に対応すること（食物アレル

ギーについて特別の対応を行わない場合あっては、事前に子ども食堂の参加者にその旨を伝

えていること）。 

エ 食中毒、事故等（以下「事故等」という。）が発生したときの対応方法や連絡体制をあらか

じめ定めるとともに、責任者及びその補助者全員に周知徹底を図ること。 

オ 事故等が発生したときの対応のため保険に加入すること。  

      

(ウ)補助対象経費 

補助の対象となる経費は、次に掲げる経費。 

①  食材の購入に要する経費。 

②  施設等（補助対象者が所有する施設を除く。）の使用に要する経費。（会場使用料） 

③  消毒液・マスク等の感染症対策品、容器・調理器具等の消耗品の購入に要する経費

（単体で取得価格（消費税及び地方消費税を含む）が１万円以上のものを除く。） 

④  事故等が発生した時の対応のための保険に要する経費 

⑤  実施に係る直接の人件費 

⑥  広報物の印刷に要する経費 

⑦  ①～⑥に掲げるもののほか、市長が特に認める経費 

 

(エ)補助金額 

補助金の額は、補助対象経費の合計額からこども食堂参加者から徴収した額を控除した額（年額

の上限は、１団体あたり１５０万円）とし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合はその端数

を切り捨てた額。 

 

(オ)補助対象期間 

  交付決定日～令和６年２月２９日（木）まで 

 

３ 予算・決算状況 

令和４年度予算額  １２，５００，０００円（１０団体からの申請を想定） 

令和４年度決算額    １，２８４，０００円（申請団体４団体） 

令和５年度予算額  １５，０００，０００円（１０団体からの申請を想定） 

 

４ 今後の課題 

 令和４年度は想定より申請団体が少なく、令和５年度についても６団体からの申請にとどまっており、
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制度の周知が課題となっている。 

 

５ その他 

 補助金受給に関わらず、姫路市内で実施しているこども食堂より案内があれば、訪問を行い姫路市ホ

ームページに掲載している。（令和５年９月１日時点で２３か所掲載）また、コープこうべと姫路市

社会福祉協議会主催のコニュニティ食堂ネットワーク会議に参加し、関係団体と意見交換や当補助金

の広報を行っている。 

【担当・問合せ先】 

 姫路市こども未来局こども育成部 

 こども支援課 

 電話：079-221-2144 

 


